
議案第６０号  

 

相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第１条 相模原市個人情報保護条例(平成１６年相模原市条例第２３号)の一部を次

のように改正する。 

  第１条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。 

  第２条第３号中「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。第１６条

第１項第１号において同じ。)」を削り、同条中第６号を第８号とし、第５号を

第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

 （５）特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律(平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。)第２条

第８項に規定する特定個人情報をいう。 

 （６）保有特定個人情報 特定個人情報であって、保有個人情報に該当するもの

をいう。 

第９条の見出し中「利用」を「保有個人情報の利用」に改め、同条第１項中「、

保有個人情報」の次に「(保有特定個人情報を除く。以下この条から第１１条ま

でにおいて同じ。)」を加え、同条第３項中「当たる」を「資する」に改める。 

第１２条第２項中「き損」を「毀損」に改める。 

第１４条第２項中「法定代理人」の次に「(保有特定個人情報にあっては、未

成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。第２８

条第２項及び第３６条第２項において同じ。)」を加える。 

第１５条第２項中「法定代理人」の次に「(保有特定個人情報にあっては、本

人の法定代理人又は本人の委任による代理人。第２５条第３項、第２９条第２項

及び第３７条第２項において同じ。)」を加える。 



第１６条第１号中「本人をいう」を「本人」に改め、「関する情報」の次に

「(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)」を加え、同号ウ中「(昭

和２５年法律第２６１号)」を削り、同条第８号を次のように改める。 

 （８）第１４条第２項の規定による請求に係る本人に関する情報であって、開示

することが当該本人の利益に反すると認められるもの 

  第１７条第２項中「規定による」を削る。 

  第１８条中「に該当する情報」を「の情報」に改める。 

  第２２条中「すべて」を「全て」に改める。 

第２４条第２項第１号中「同条第２号ただし書」を「第２号ただし書」に改め

る。 

第３１条第３項中「開示請求」」を「開示請求に」」に、「訂正請求」」を「訂正

請求に」」に、「開示」」を「開示に」」に、「訂正」」を「訂正に」」に改め、「の決

定」と」の次に「、「開示を」とあるのは「訂正を」と」を加える。 

第３６条第１項第１号中「定める」を「規定する」に、「とき、又は」を「と

き、」に改め、「利用されているとき」の次に「、番号法第２０条の規定によら

ないで収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の規定によ

らないで作成された特定個人情報ファイル(番号法第２条第９項に規定する特定

個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき」を加え、同項第２号中「第

９条第１項」の次に「又は番号法第１９条」を加える。 

第３９条第３項中「開示請求」」を「開示請求に」」に、「利用停止請求」」を

「利用停止請求に」」に、「開示」」を「開示に」」に、「利用停止」」を「利用停止

に」」に改め、「の決定」と」の次に「、「開示を」とあるのは「利用停止を」

と」を加える。 

第４６条第２号中「を開示」を「の開示」に、「利用停止する」を「利用停止

をする」に改め、「裁決(」及び「が当該」の次に「開示等に係る」を加える。 

第５２条第１項中「おける保有個人情報」の次に「(保有特定個人情報を除

く。)」を加える。 

第５３条第１項中「き損」を「毀損」に改める。 

第２条 相模原市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「から第１１条まで」を「、第１０条及び第１１条」に改め、

同条の次に次の１条を加える。 



(保有特定個人情報の利用の制限) 

 第９条の２ 実施機関は、保有特定個人情報を収集したときの取扱目的の範囲を

超えて当該保有特定個人情報を利用してはならない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の安全を守

るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得る

ことが困難であるときは、保有特定個人情報を収集したときの取扱目的の範囲

を超えて当該保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個

人情報を取扱目的の範囲を超えて利用することによって、本人又は第三者の権

利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

  第１０条第１項中「前条第１項ただし書」を「第９条第１項ただし書」に改め

る。 

  第３６条第１項第１号中「第９条第１項」の次に「若しくは第９条の２」を加

える。 

第３条 相模原市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を

加える。 

 （７）情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録

された特定個人情報をいう。 

第９条の２第２項本文中「、保有特定個人情報」の次に「(情報提供等記録を

除く。以下この項において同じ。)」を加える。 

第２３条第１項中「保有個人情報」の次に「(情報提供等記録を除く。第３４

条第１項及び第３節において同じ。)」を加える。 

第３５条中「提供先」の次に「(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番

号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報

提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))」を加

える。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）次項及び附則第３項の規定 公布の日 



（２）第２条の規定 平成２８年１月１日 

（３）第３条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律(平成２５年法律第２７号)附則第１条第５号に掲げる規定の施行

の日 

 (準備行為) 

２ 実施機関(第１条の規定による改正後の相模原市個人情報保護条例(以下「新条

例」という。)第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)がこの条例

の施行の日(以下「施行日」という。)前から保有している事業を営む個人の当該

事業に関する情報であって、この条例の施行の際同条第４号に規定する保有個人

情報に該当することとなるもの(以下「個人事業情報」という。)又は同条第６号

に規定する保有特定個人情報を取り扱う事務に係る新条例第７条第３項の規定に

よる保有個人情報取扱事務登録簿への登録(登録した事項の変更を含む。)につい

ては、施行日前においても行うことができる。 

３ 実施機関は、個人事業情報について、新条例の規定による相模原市情報公開・

個人情報保護・公文書管理審議会からの意見の聴取を施行日前に行う必要がある

場合は、施行日前においても同審議会の意見を聴くことができる。 

 

提案の理由 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平

成２５年法律第２７号)の施行に伴い、本市が保有する特定個人情報について、

適正な取扱いを確保し、並びに開示、訂正及び利用停止を実施するための規定の

改正その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



議案第６０号関係資料 

 

   相模原市個人情報保護条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

（１）個人情報の定義に係る規定の改正(第２条関係) 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。)の個人情報の定義には、

事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれているが、相模原市個人情報

保護条例(平成１６年相模原市条例第２３号。以下「条例」という。)の個人情

報の定義には、これが含まれていないため、条例の個人情報の定義にこれを含

めることとするもの 

（２）保有特定個人情報の利用の制限に係る規定の追加(第９条の２関係) 

実施機関は、保有特定個人情報について、当該保有特定個人情報を収集した

ときの取扱目的の範囲を超えて利用してはならないこととするもの。ただし、

人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の

同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情

報(情報提供等記録を除く。)の利用により第三者の権利利益を不当に侵害する

おそれがあると認められるときを除き、保有特定個人情報(情報提供等記録を

除く。)を収集したときの取扱目的の範囲を超えてこれを利用することができ

ることとするもの 

※ 特定個人情報 

  個人番号をその内容に含む個人情報をいう。 

※ 保有特定個人情報 

  実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有

しているもののうち、公文書に記録されているものをいう。 

※ 情報提供ネットワークシステム 

国の機関と地方公共団体との間等で特定個人情報の授受をする際に使用

するシステムをいう。 

※ 情報提供等記録 



  情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報の授受をした場

合における当該授受の記録をいう。 

（３）オンライン結合による保有特定個人情報の提供に係る規定の改正(第１１条

関係) 

   オンライン結合による保有個人情報の提供は、原則として行ってはならない

こととしているが、保有特定個人情報については、これを行うことができるこ

ととするもの 

※ オンライン結合 

  実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計

算機その他の機器とを通信回線を用いて結合する方法をいう。 

（４）保有特定個人情報の開示請求等をすることができる代理人の範囲に係る規定

の改正(第１４条、第２８条及び第３６条関係) 

保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求は、本人のほか未成年者又は

成年被後見人の法定代理人が本人に代わってすることができることとしている

が、保有特定個人情報については、本人がより容易にすることができるよう本

人の委任による代理人もすることができることとするもの 

（５）保有特定個人情報の利用停止の請求をすることができる事由に係る規定の改

正(第３６条関係) 

何人も、番号法又は条例の規定によらず、保有特定個人情報の利用、収集若

しくは保管、特定個人情報ファイルへの記録又は提供がされていると思料する

ときは、当該保有特定個人情報の利用停止の請求をすることができることとす

るもの。ただし、情報提供等記録については、利用停止の請求の対象外とする

もの 

※ 特定個人情報ファイル 

個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したもののうち、個人番

号をその内容に含むものをいう。 

（６）他の法令等の調整に係る規定の改正(第５２条関係) 

   保有個人情報の開示に係る規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧又

は縦覧の手続が定められている場合等は適用しないこととしているが、保有特

定個人情報については、そのような場合等においても適用することとするもの 



２ 施行期日 

（１）１(１)、(３)、(４)、(５)(保有特定個人情報の利用に係る部分及び情報提

供等記録に係る部分を除く。)及び(６)に係る規定 平成２７年１０月５日 

（２）１(２)(情報提供等記録に係る部分を除く。)及び(５)(保有特定個人情報の

利用に係る部分に限る。)に係る規定 平成２８年１月１日 

（３）１(２)(情報提供等記録に係る部分に限る。)及び(５)(情報提供等記録に係

る部分に限る。)に係る規定 番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の

日(番号法の公布の日(平成２５年５月３１日)から起算して４年を超えない範

囲内において政令で定める日) 

（４）条例の改正に伴う準備行為に係る規定 公布の日 

 



議案第６１号  

 

相模原市区の設置等に関する条例及び相模原市農業委員会の選挙区等に 

関する条例の一部を改正する条例について 

 相模原市区の設置等に関する条例及び相模原市農業委員会の選挙区等に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

   相模原市区の設置等に関する条例及び相模原市農業委員会の選挙区等に 

関する条例の一部を改正する条例 

(相模原市区の設置等に関する条例の一部改正) 

第１条 相模原市区の設置等に関する条例(平成２１年相模原市条例第３５号)の一

部を次のように改正する。 

  別表緑区の項中「向原１丁目～３丁目」を「向原１丁目～４丁目」に改める。 

(相模原市農業委員会の選挙区等に関する条例の一部改正) 

第２条 相模原市農業委員会の選挙区等に関する条例(平成２１年相模原市条例第

６９号)の一部を次のように改正する。 

  本則の表第２選挙区の項中「向原１丁目～３丁目」を「向原１丁目～４丁目」

に改める。 

   附 則 

  この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

 

提案の理由 

  川尻大島界土地区画整理事業の完了による字の区域の設定及び変更に伴い、緑

区の区域及び農業委員会の第２選挙区の区域の変更をいたしたく提案するもので

ある。 



 

」 」 

議案第６２号 

 

相模原市立診療所条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立診療所条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

                                      

   相模原市立診療所条例の一部を改正する条例 

相模原市立診療所条例(平成２２年相模原市条例第５号)の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項第１号中「日曜日」の次に「及び月曜日」を加える。 

「            「 

月曜日から木曜日ま

で 

 

を   

 

火曜日から土曜日ま

で 

 

改め、金曜日及び土曜日の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市立診療所の休診日及び診療時間に係る規定の改正をいたしたく提案す

るものである。 

 

 

 

 

 

 

に 第４条第１項の表中 



 

議案第６２号関係資料 

 

   相模原市立診療所条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

相模原市立診療所(青野原、千木良及び藤野の３診療所)の休診日及び診療時間

の変更(第３条及び第４条関係) 

 

    現 行       改正後 

午前９時から 

正 午 ま で 

午後１時から 

午後５時まで 

午前９時から 

正 午 ま で 

午後１時から 

午後５時まで 

月 ○ ○   

火 ○ ○ ○ ○ 

水 ○ ○ ○ ○ 

木 ○ ○ ○ ○ 

金 ○  ○ ○ 

土 ○  ○ ○ 

日     

 備考 表中の「○」は、診療時間であることを表す。 

２ 施行期日 

  平成２８年４月１日 

 



 議案第６３号 

 

相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例について 

相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

平成２７年５月２９日提出 

                                      

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例 

相模原市清掃施設条例(昭和３７年相模原市条例第５号)の一部を次のように改正

する。 

題名を次のように改める。 

  相模原市一般廃棄物処理施設の設置に関する条例 

第１条を次のように改める。 

(設置) 

第１条 廃棄物を衛生的に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭

和４５年法律第１３７号)第８条第１項に規定する一般廃棄物処理施設を設置す

る。 

第２条中「清掃施設」を「一般廃棄物処理施設」に改め、同条の表相模原市東清

掃事業所の項を削り、同表に次のように加える。 

相模原市一般廃棄物最終処分場 相模原市南区麻溝台３４１２番地２ 

 第３条から第６条までを削る。 

附 則 

 この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市東清掃事業所の廃止に伴う規定の削除、設置を規定する施設を廃棄物

の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号)第８条第１項に規定す

る一般廃棄物処理施設とすることに伴う題名及び規定の改正その他所要の改正を

いたしたく提案するものである。 



議案第６３号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の概要                          

位 置 相模原市南区古淵５丁目３３番１号 

敷 地 面 積 ２１，８０８㎡ 

 

相模原市東清掃事業所 

古淵(５) 

市営斎場  
古淵(３) 

大野小学校  

大野中まちづくりセンター  

古淵(６) 

東大沼(１) 

若松(１) 
鵜野森中学校  鵜野森(２) 

鵜野森(１) 

古淵鵜野森公園  

町田市 古淵(４) 



 
 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設の概要                          

位 置 相模原市南区麻溝台３４１２番地２ 

敷 地 面 積 ９８，３７９㎡ 

 

相模原市一般廃棄物最終処分場 

麻溝台 

下 溝 

新磯野 

磯 部 

峰山霊園  

相模原麻溝公園  
女子美術大学  

在日米軍キャンプ座間  

若草小学校  



                              議案第６４号 

 

   相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例について 

 相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市簡易水道条例の一部を改正する条例 

 相模原市簡易水道条例(平成１８年相模原市条例第２５号)の一部を次のように改

正する。 

 第１３条第１項中「第５条」を「第５条第１項」に改める。 

 第１７条第１項中「概ね」を「おおむね」に改める。 

 第２５条第２項第３号中「市長が」の次に「必要と」を加える。 

別表第１牧野中央簡易水道の項中「堂地」の次に「、新和田」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 

 

提案の理由 

  牧野中央簡易水道の給水区域を拡大することに伴う給水区域に係る規定の改正

その他所要の改正をいたしたく提案するものである。 



議案第６４号関係資料 

 

   相模原市簡易水道条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

  緑区牧野において、水道組合が運営する小規模水道を牧野中央簡易水道に統合

するために給水区域に係る規定を改正するもの(別表第１関係) 

統合する小規模水道の 

名称 

牧野中央簡易水道の 

給水区域(字) 

中 尾 日 向 中 尾 

中 尾 林 中 尾 

中  組 堂 地 

新 和 田 新和田
あ ら わ た

(追加) 

新・新和田 新和田(追加) 

田 賀 岡 篠 原 

 備考 新和田及び新・新和田の小規模水道の統合後の給水区域を字新和田として

追加し、中尾日向、中尾林、中組及び田賀岡の各小規模水道の統合後の給水区

域は、既存の給水区域の字に含める。 

２ 施行期日 

  公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日 

                                                                



議案第６５号 

 

   工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事) 

平成２４年３月２６日相模原市議会３月定例会において議案第３３号として議決

を経て契約し、同年１０月２２日、平成２５年４月２４日及び平成２６年１月３１

日地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１８０条第１項の規定により議会の議決

により指定された事項として契約変更の専決処分を行い、同年９月３０日相模原市

議会９月定例会議において議案第８９号として議決を経て契約変更を行った工事請

負契約(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事)について、履行期限「１，２２０

日以内」を「１，４６３日以内」に変更する。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

提案の理由 

荒句大橋に添架予定の水道管について、管理者であり工事を施工する神奈川県

企業庁との協議の結果、施工方法、工事期間、時期等が確定したこと並びに首都

圏中央連絡自動車道(圏央道)の相模原インターチェンジと本橋との同時供用開始

に向け、国土交通省が施工する工区及び隣接工区との全体工程を調整した結果、

下り線を優先して工事を行うこととし、本工事の施工計画を見直す必要が生じた

ことから工事期間の延長が必要となった。 

このため、履行期限の延長をいたしたく提案するものである。 



案　 内　 図

Ｎ

議案第６５号関係資料(その１)

根小屋

県立津久井湖城山公園

県
道
厚
木
愛
川
津
久
井

県
道

長
竹

川
尻

小　倉

太　井

尻久保川

串　川

凡　例

工事場所



議案第６５号関係資料(その２) 

 

   津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事請負契約の概要 

 

工 事 の 場 所 
相模原市緑区根小屋４０３番２地先から根小屋４５６番２地

先まで 

契約の相手方 

横浜市中区桜木町１丁目１番地６７ 

熊谷組・丸豊建設・アコック共同企業体 

代表者 株式会社熊谷組横浜営業所 

所長 池 田 耕 也 

本契約締結年月日 平成２４年３月２６日 

契 約 金 額 １，８８３，２７０，５１６円 

変更前の履行期限 変更後の履行期限 

本契約締結の日から１，２２０日以内 

(平成２７年７月２９日) 

本契約締結の日から１，４６３日以内 

(平成２８年３月２８日) 

 



議案第６６号 

 

   字の区域の設定及び変更について 

 本市の区域内の字の区域を別表のとおり設定し、及び変更する。 

 なお、設定及び変更の日は、川尻大島界土地区画整理事業に係る換地処分の公告

があった日の翌日とする。 

 

  平成２７年５月２９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

提案の理由 

  川尻大島界土地区画整理事業に係る換地処分に当たり、本市の区域内の字の区

域を設定し、及び変更する必要が生じたため、地方自治法(昭和２２年法律第 

６７号)第２６０条第１項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

字の区域の設定及び変更調書 

設定する字

名 

左に包括される区域 

字 名 地 番 

緑区向原四 

丁目 

緑区川尻字

大島界 

１４２０の３、１４２０の４、１４２１の２、  

１４２６の１、１４２６の２、１４２６の４、  

１４２６の６、１４２６の８、１４２６の１２、 

１４２７の１、１４２７の２、１４２８の１から 

１４２８の８まで、１４２９の１から１４２９の３

まで、１４２９の５、１４２９の６、１４３０の１

から１４３０の４まで、１４３１の１から１４３１

の１２まで、１４３１の１６から１４３１の２３ま

で、１４３２の１から１４３２の４まで、１４３３

の１から１４３３の４まで、１４３４の１から   

１４３４の５まで、１４３５、１４３６の１から 

１４３６の５まで、１４３７の１から１４３７の３

まで、１４３８の１から１４３８の３まで、   

１４３９の１から１４３９の６まで、１４４０の１

から１４４０の６まで、１４４１の１、１４４１の

３、１４４１の４、１４４２の１、１４４２の２、

１４４２の４、１４４２の５、１４４３の１、  

１４４３の２、１４４４、１４４５の１、１４４５

の２、１４４６の１から１４４６の３まで、   

１４４７の１から１４４７の７まで、１４４８の１

から１４４８の３まで、１４４９の１から１４４９

の３まで、１４５０の１から１４５０の３まで、 

１４５１の１から１４５１の４まで、１４５２、 

１４５３の１から１４５３の３まで、１４５４、 

１ ４ ５ ５ 、 １ ４ ５ ６ の １ 、 １ ４ ５ ６ の ２ 、    

１ ４ ５ ７ 、 １ ４ ５ ８ の １ 、 １ ４ ５ ８ の ２ 、    

１４５９、１４６０、１４６１の１、１４６１の



２、１４６２の１から１４６２の５まで、１４６３

の１から１４６３の４まで、１４６４の１から  

１４６４の４まで、１４６５から１４６７まで、 

１４６８の１、１４６８の３、１４６９の２、  

１４７０の１、１４７０の２、１４７１の１から 

１４７１の３まで、１４７２の１、１４７２の２、

１４７３の１から１４７３の３まで、１４７４の１

から１４７４の４まで、１４７５の１から１４７５

の４まで、１４７６の１から１４７６の７まで、 

１４７７の１から１４７７の７まで、１４７８の３

から１４７８の１３まで、１４７９の１から 

１４７９の６まで、１４８０の１から１４８０の６

まで、１４８１の１から１４８１の４まで、   

１４８２の１から１４８２の８まで、１４８３の１

から１４８３の７まで、１４８４の１、１４８４の

２、１４８５の１から１４８５の３まで、１４８６

の１、１４８６の２、１４８７の３、１４８８の

２、１４８８の７、１４８９の１、１４８９の２、

１４９０の１から１４９０の４まで、１４９１の

１、１４９１の３、１４９２の１から１４９２の６

まで、１４９３の１、１４９３の５、１４９３の

６、１４９３の８、１４９４の１から１４９４の９

まで、１４９５の１から１４９５の５まで、   

１４９６の１から１４９６の５まで、１４９７の１

から１４９７の３まで、１４９７の１３、１４９７

の１５、１４９７の１６、１４９７の１８、   

１４９７の１９、１４９７の２１から１４９７の 

２３まで、１４９８の１、１４９８の６から   

１４９８の１０まで、１４９８の１３から１４９８

の１６まで、１４９９の１、１４９９の４から  

１４９９の６まで、１４９９の８、１４９９の  



１０、１４９９の１２、１５００の１、１５００の

２、１５００の５、１５００の７、１５００の１１

から１５００の１３まで、１５０１の４、１５０２

の１、１５０２の４、１５０２の６、１５０２の

９、１５１２の２、１５１２の４、１５１２の６、

１５１２の１０、１５１３の３、１５１３の１０ 

上記の区域に隣接介在する公有地の一部 

 緑区川尻字

山野 

１６６０の６、１６６０の７、１６６０の１０、 

１６６１の８、１６６１の９、１６６１の１６、 

１６６２の７、１６６２の１０、１６６２の１１、

１６６２の１７、１６６２の１８、１６６６の７、

１６６６の９、１６６６の１２、１６６７の７、 

１６６７の８、１６６７の１５、１６６７の１６、

１６６８の８、１６６８の９、１６６８の１１、 

１６６８の１２、１６６９の３、１６６９の７から 

１６６９の１０まで、１６６９の１２、１６７２の

３、１６７２の７、１６７２の８、１６７２の  

１０、１６７３の７から１６７３の９まで、   

１６７３の１１、１６７３の１２、１６７４の３、

１６７４の６から１６７４の８まで、１６９３の４

から１６９３の８まで、１６９４の３、１６９４の

４、１６９５の３から１６９５の６まで、１６９６

の２、１６９６の３、１６９７の２、１６９７の

３、１６９８の２、１６９８の３、１６９９の２、

１６９９の３、１７００の２、１７００の３、  

１７０７の２、１７０７の３、１７０８の２、  

１７０８の３、１７０９の２、１７０９の４、  

１７１０の３から１７１０の５まで、１７１１の

２、１７１１の３、１７１３の２、１７１３の３、

１７１４の２、１７１４の３、１７１５の３、  

１７１５の４、１７１６の２、１７１６の４ 



上記の区域に隣接する公有地の一部  

 備考 上記の土地の表示は、平成２７年４月９日現在の土地の登記事項証明書に 

よるものである。 



議案第６６号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

対象区域 

相模川  

谷
津
川 

県
道
鍛
冶
谷
相
模
原 

向原(１) 原宿南(３) 

原宿南(２) 原宿(５) 

久保沢(１) 

谷
ヶ
原(

２) 

谷
ヶ
原(

１) 

久保沢(３) 

向原(２) 

向原(３) 

大 島 

小 

倉 

久
保
沢(

２) 

川 尻 

川 尻 



①

区 域 変 更 図

向原四丁目

（川尻字大島界）

（川尻字山野）

②

①川尻字大島界から向原四丁目に変更する区域

②川尻字山野から向原四丁目に変更する区域

向原一丁目

向原三丁目

向原二丁目

川尻字山野

川尻字大島界

凡 例

対 象 区 域

字の区域の設定部分

字 界


